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　従来の年金相談においては、お客様からのご依頼のもと年金記録等を
お調べすることや手続のお手伝いをすることが相談業務の中心でした。
しかしながら、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などによって
年金情報の入手が容易になり、また「ねんきんダイヤル」や年金事務所
等でのサービスも拡充され、お客様にとって照会や手続も身近なものに
なりました。このような年金を取り巻く行政サービスの変化によって、
照会・手続重視からアドバイス重視の年金相談が求められつつあり、お
客様にお役立ていただける情報をお伝えし、ご説明することが必要とさ
れるようになっています。
　そこで、本書では、「基礎からきちんと学習したい」という相談員の声、
「ここが知りたい」という相談者の声などを踏まえて、年金相談で必要
とされる基本的知識から相談現場でのアドバイスまでを体系的に取り上
げました。複雑な仕組みの年金であっても気軽に学習に取り組んでいた
だけるように適所に図表等を配置し、見落としがちな項目を「Check ！」
として取り上げ、相談者への「ワンポイントアドバイス」なども付加し
ました。また、2019年度版においては直近の改正内容や変更点を盛り込
み、巻末に「被用者年金一元化の概要」を収録しました。
　本書は年金相談に携わる方や年金の知識を体系的に習得されたい方の
実務書として、また「銀行業務検定試験　年金アドバイザー」を受験さ
れる方の参考書として、さらには、拙著『ねんきんライフプラン』（経
済法令研究会）の解説書としてもご活用いただける内容となっておりま
す。これらを踏まえ、本書は2010年の発刊以来、毎年の改訂を重ね10年
目を迎えることとなりました。これからも皆様方の必携の書としてご活
用いただければこれ以上の喜びはありません。
　本書の執筆にあたり、年金相談等に携わる各方面の方からご要望を頂
戴し、ご支援をいただきました。また、株式会社経済法令研究会出版事
業部の松倉由香様ならびに関係スタッフの方々には多大なるご尽力を賜
りました。この場をお借りしまして、心から御礼申し上げます。

　2019年 ６ 月　
� 鈴江�一恵　　　　　
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1 ．国民皆年金

　「国民皆年金」とは、国民のすべてが年金制度に加入できる体制であり、日本では、

基本的に20歳以上60歳未満のすべての者が公的年金制度の対象になっている。

　国民皆年金体制においては、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所

得保障という問題に対応していくことが可能とされている。

　昭和36年 4 月に国民皆年金体制が確立し、年金制度の充実期を迎えることとなっ

た。その後、昭和61年 4 月に基礎年金制度が導入されたことによって国民のすべて

が強制加入となり、その体制が強化された。

2 ．世代間扶養

　「世代間扶養」とは、現役世代全体でその時代の高齢者の生活を支えていこうと

いう世代を超えた支え合いの考え方である。

　日本の年金制度では、世代間扶養を実現するための財政方式として、基本的には

「賦課方式」を採用している。

　年金制度の財政方式には、賦課方式と積立方式がある。賦課方式とは、現役世代

から保険料を徴収して高齢者に年金を支払うという仕組みであり、積立方式とは、

自分が支払った保険料を積み立てて、本人が年金として受け取る仕組みである。

　わが国の年金制度は、賦課方式を採用しているといえども、賦課方式は少子高齢

社会の進行による影響を受けやすいため、現に積立金を保有し、運用収入も含めて

第 1 章 公的年金制度の特徴

　わが国の公的年金制度は、国民皆年金体制の下、世代間扶養の考え方を基本に社
会保険方式を採用している。これらの基本的特徴を有しながらわが国の年金制度は
運営されてきたが、国民の高齢期の生活の基本的な部分を支えるものとして、将来
にわたって持続可能な制度を構築していくことが社会的に課題となっている。
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第 1章――公的年金制度の特徴

年金給付を賄っている。現役世代が負担した保険料のすべてが年金給付に充てられ

ているのではなく、一部は将来の給付原資として積み立てられていて、積立方式の

側面をもち合わせていることから、「修正積立方式」とも呼ばれている。

3 ．社会保険方式

　社会保険方式とは、国や公的な団体を保険者とし、保険技術を用いて保険料を財

源として給付を行う仕組みであり、被保険者は強制加入が原則である。加入者がそ

れぞれ保険料を負担し、それに応じて給付を受けることとなり、給付と負担の関係

が明確であるとされている。

　日本の年金制度においては、社会保険方式を採用しながらも、制度の趣旨とこれ

までの制度形成の経緯から保険料拠出を前提としない給付もある。

ooooooooooooooooo

参　考

少子高齢
化の進展

平均寿命：男子約81.1歳、女子約87.3歳（平成29年） 厚生労働省 「平成
29年簡易生命表」平均余命 （65歳 ）： 男子19.6年、 女子24.4年（平成29年）

老年人口比率 （高齢化率 ）＊ 1：28.1％ （平成30年10月 1 日
現在）
→平成77年には38.4％（中位仮定）の見込み（国立社会保
障 ･人口問題研究所 （平成29年推計））

総務省統計局 「人
口推計月報」

合計特殊出生率：1.42人（出生数91.8万人）（平成30年概算
値）

厚生労働省 「平成
30年人口動態統計
月報年計 （概数 ）」

社会保障
給付費

平成28年度社会保障給付費：約119.6兆円 （対国民所得比
30.5％）
割合 ：年金46.5％、 医療32.8％、 福祉その他20.6％

国立社会保障 ･人
口問題研究所 （平
成30年 8 月）

高齢者世
帯と年金

高齢者世帯 ＊ 2の所得 （平成28年 ： 平均318.6万円）の公的
年金等の占める割合 ： 66.3％ （平成28年 ）

厚生労働省 「平成
29年国民生活基礎
調査」

保険料納
付率 平成30年度国民年金保険料納付率 ： 68.1％ 厚生労働省

＊ 1　老年人口比率（高齢化率）は全人口に占める65歳以上人口の割合をいう。
＊ 2　高齢者世帯は65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに18歳未満の者が加わった世帯をいう。
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